
平成３０年度 第５次芦屋市総合計画策定支援業務委託に

係る公募型提案依頼書 

芦屋市企画部政策推進課 



平成３０年度 第５次芦屋市総合計画策定支援業務委託 提案方式実施要領 

１ 提案依頼の概要 

(1) 件名 

本提案依頼書による業務委託の名称は，「平成３０年度 第５次芦屋市総合計画策定支援業

務委託」（以下，「本業務」という。）とする。 

(2) 本業務の目的及び依頼内容 

本市では積極的な市民及び職員の参加のもと，平成２３年３月に平成３２年度までを計画

期間とする「第４次芦屋市総合計画」（以下，現行計画）を策定した。 

平成３０年度からは現行計画の取組成果と課題を取りまとめ，第５次総合計画（平成３３

年度～平成４２年度）の策定に取り組むこととしている。 

このたび，計画策定を通じた職員と市民・団体との協働の推進及び実効性のある計画に向

けた効果的・効率的な策定支援について提案を依頼する。 

(3) 実施形式 

価格及び提案内容等を総合的に評価し，決定する公募型提案方式とする。 

(4) 公募型提案方式とした理由 

「１(2) 本業務の目的及び依頼内容」を実現できる最適な方法を予定金額の範囲内で実施

するため，指定の条件を満たした提案を募り，価格及び提案内容等を総合的に評価できるよ

う，本提案依頼を行うこととした。 

(5) 業務期間 

契約締結日から平成３１年３月３１日 

(6) 予定金額（上限額） 

本業務の予定金額（上限額）は，５，５００千円（税込）であり，見積額がこの金額を超

過した場合は失格とする。 

(7) 提案を求める範囲 

本提案依頼を求める範囲は，別紙 1「平成３０年度 第５次芦屋市総合計画策定支援業務委

託 提案依頼用仕様書」を参照すること。 

特に以下の点は必ず提案すること。 

ア 市民を巻き込んだ計画策定手法 

イ 現行計画の点検・評価手法 

ウ 計画策定プロセスを若手・中堅職員の人材育成の場とする活用手法 

エ 市民ワークショップへ参加する職員（10～20 名程度）への研修 
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２ 提案手続 

(1) スケジュール 

提案手続に関するスケジュールは下記のとおりとする。 

日 時 手 続 

平成３０年 ４月２６日（木） 提案依頼の公表 

 ５月 ９日（水）正午 質問受付期限 

 ５月１１日（金）午後５時 質問回答期限 

 ５月１５日（火）正午 参加意思表明書提出期限 

 ５月１７日（木）午後５時 参加資格の有無の通知 

 ５月２１日（月）正午 企画提案書・見積書提出期限 

 ５月２３日（水）午後５時 １次評価結果通知 

 ５月２５日（金） ２次評価（ヒアリング） 

 ５月３０日（水）午後５時 最終結果通知 

 ６月 １日（金） 契約締結予定日 

(2) 参加意思表明書提出 

別紙Ａ「参加意思表明書」に所定の内容を記入，押印の上，参加意思表明書提出期限まで

（郵送の場合は５月１５日（火）必着）に芦屋市企画部政策推進課へ提出すること。 

なお，やむを得ず参加を辞退した場合においても，今後の指名等への影響はないことを申

し添えておく。 

(3) 質問受付及び回答 

期限内に政策推進課代表メール（seisakusuisin@city.ashiya.lg.jp）宛に，件名を「第５

次総合計画策定支援業務委託の質問について」として，別紙「質問回答票」に必要事項を記

入のうえ，送付すること。 

本市が受けた質問および回答内容は，公平性，透明性を担保するため，その内容及び質問

者の如何にかかわらず，芦屋市ホームページに掲載する。 

なお，回答に対する再質問は受け付けない。 

(4) 企画提案書及び見積書等の提出 

企画提案書及び見積書は，「企画提案書・見積書提出期限」までに「２(5) 提出場所」へ提

出すること。 

提出物及び提出部数等は，別紙「企画提案書作成要領」を参照すること。 

(5) 提出場所 

芦屋市企画部政策推進課 
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(6) 問合せ先 

芦屋市企画部政策推進課 

担当：堂ノ前 

〒659-8501 芦屋市精道町７番６号 

TEL：0797-38-2127 

E-mail:seisakusuisin@city.ashiya.lg.jp 

(7) １次評価結果通知 

１次評価結果は，辞退者を除く全ての提案者に FAX 送信後，郵送する。 

また，１次評価の通過者には，併せて２次評価の時間帯を連絡する。２次評価の内容につ

いては，「３ 評価方法」を参照すること。 

(8) 最終結果通知 

最終結果は，１次評価通過者に FAX 送信後，郵送する。また，通知送付後，芦屋市ホーム

ページに１か月間，審査結果を公表する。 

３ 評価方法 

(1) 選考方法 

ア 契約の相手方は，参加資格確認，事前審査，１次審査及び２次審査によって決定する。 

イ 提案内容の評価は，公正かつ厳正に実施する。 

ウ 本業務の見積価格は，「１(6) 予定金額（上限額）」に記載している予定金額以内である

こと。 

エ 選考方法は，下表のとおりとする。 

【表：選考方法】 

段階 種別 対象 評価者 概  要 

参加資格確認 書類審査 参加申請書

提出者 

本市業者選定委

員会専門部会 

参加申請書提出者が参加資

格を満たすかを確認する。 

事前審査 書類審査 企画提案書

等提出者 

本市業者選定委

員会専門部会 

提出書類一式に漏れや不備

がないかチェックする。 

１次審査 企業評価 

提案内容評価 

（書類審査）

事前審査通

過者 

本市業者選定委

員会専門部会 

企画提案内容に基づき評価

する。 

２次審査 提案内容評価 

（面接審査） 

価格評価 

１次評価 

上位５者 

本市業者選定委

員会専門部会 

企画提案内容のヒアリング

及び価格に基づき評価す

る。 
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(2) 配点 

配点は下記のとおりとする。 

ア １次評価から２次評価までの点数により，総合点で業者を決定する。 

イ 配点は，企業評価１割（３０点），提案内容評価５割（１５０点），価格評価４割（１２

０点）とする。 

ウ 配点基準については，「評価基準表」を参照すること。 

(3) 参加資格確認 

ア 対  象 参加意思表明書提出者 

イ 確認方法 参加資格条件と比較し，参加資格の有無を確認する。 

(4) 事前審査 

ア 対  象 企画提案書等提出者 

イ 審査方法 提出書類等一式に漏れや不備がないかチェックする。 

(5) １次評価 

ア 対  象 事前審査通過者 

イ 評価方法 企画提案書等について書類審査を行う。 

ウ 留意点 

以下の条件のいずれかに該当する場合，評価点数の合計に関わらず失格とする。 

・提案内容評価１５０点のうち，９０点未満である。 

・提案内容評価の各項目について以下に該当する項目がある。 

 ◆配点が１０点の項目・・・ ５点未満 

 ◆配点が２０点の項目・・・１０点未満 

 ◆配点が３０点の項目・・・１５点未満 

 ◆配点が４０点の項目・・・２０点未満 

(6) ２次評価 

ア 対  象 １次評価上位５者 

イ 評価方法 ヒアリング及び価格について評価を行う。 

ウ ヒアリングの実施方法 

(ｱ) 時間等：４０分程度（目安：プレゼンテーション２０分，質疑応答２０分） 

(ｲ) プレゼンテーションを行う者：本業務に携わる担当者とする。 

(ｳ) 提案説明の際，プロジェクターの使用は可能であるが，パソコン，プロジェクター等

は各参加者で準備すること。 

(ｴ) 出席者は，説明者を含め５人までとする。 

(ｵ) ヒアリング内容は本市で録音する。 
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(7) 失格事項 

以下に示す事項に該当した場合，審査結果を待たずに失格になる場合があるので留意する

こと。 

ア 「企画提案書・見積書提出期限」に遅れた場合 

イ 提出書類に不足があった場合又は本書で定める事項に違反した場合 

ウ 当該案件に関して，本実施要領に定める以外の方法により，本市の職員に直接又は間

接を問わず連絡を行った場合 

エ 「提案依頼交付開始日」から契約締結日までの間に，本市より指名停止等の措置を受

けた場合 

(8) 提案者の資格要件 

委託業務の実施に必要な能力を有する者で，次に示す全ての要件を満たす者（共同企業体

を含む）を対象とする。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定内容に該当しない者。 

・会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更正手続開始の申立て，廃止前の和

議法（大正１１年法律第７２号）に基づく和議開始の申立て又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 

(9) 契約方法等 

提出された企画提案書，プレゼンテーション等に基づき，当市と契約予定者にて詳細仕様

及び契約内容の協議を経て，随意契約による委託契約を締結する予定。 

３ その他 

(1) 機密保護・個人情報保護 

ア 受託業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本項については，契約期間

の終了または解除後も同様とする。また，成果物（受託業務の過程で得られた記録等を含

む）を本市の許可なく第三者に閲覧，複写，貸与してはならない。 

イ 受託業務の遂行のために本市が提供した資料，データ等は委託業務以外の目的で使用し

ないこと。また，これらの資料，データ等は委託終了までに本市に返却すること。 

ウ 受託業務の実施における個人情報等の取扱いについては，個人情報の保護の重要性を十

分に認識し個人の権利・利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。 

エ 受託業務の従業者に対して個人情報保護の教育訓練を実施すること。 

(2) 留意事項 

ア 手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限定する。 

イ 提案書等提出を受けた資料は，提案者に返却しない。 

ウ 提出された提案が独創的かつ斬新な内容，企画，アイデアである場合，提案者に無断で

実施，転用することはない。 

エ 提出された提案書等の全ての資料を受理した後の加筆及び修正は認めない。ただし，提

出期限内に限ってはその限りでない。 
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オ 辞退の際には，その時期にかかわらず，本市から提供した全ての資料類を速やかに返却

すること。 

カ 提案書等の作成及び提出に要する費用は，提案者の負担とする。 

キ 本書に対して提出された全ての資料の所有権は，本市に帰属するものとする。 

ク 企画提案書等の著作権等については，当該企画提案書等を作成した者に帰属するものと

する。ただし，契約の相手方となった者が作成した企画提案書等の書類については，市が

必要と認める場合には，市は契約の相手方にあらかじめ通知することにより，その一部又

は全部を無償で使用（複製，転記又は転写を含む。）することができるものとする。 

以 上 
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判　　　断　　　基　　　準
【該当する場合に提出する書類】

配　点 評　価 評価者コメント

30

履行保証力
自己資本比率（25％以上の場合，５点）
【貸借対照表（写）】

5

業務実績
過去５年間における同種業務の実績（期間内に実績があ
る場合，７点）

7

営業の拠点 本店の所在地（芦屋市内である場合，７点） 7

業務実績
本市と契約書を交わした直近の案件の業務実績
【契約書（写）（１件のみで可）】

1

企業年金制度
企業年金制度導入（導入されていれば，５点）
【企業年金制度導入に関する証明書（写）】

5

障がい者雇用
状況

障がい者の雇用状況
【障害者雇用状況報告書（写）】

1

男女共同参画
推進の取組

育児・介護休業，子供を持つ従業員向け時短制度又は中途
退職女性復帰制度等の導入【各事業者の制度概要（写）】

1

女性活躍推進
の取組

えるぼし認定の取得
【基準適合一般事業主認定通知書（写）】

1

子育てサポー
トの取組

くるみん認定の取得
【基準適合一般事業主認定通知書（写）】

1

若者雇用促進
の取組

ユースエール認定の取得
【基準適合事業主認定通知書（写）】

1

150

組織体制（担当者数やバックアップ体制）が充実している
か

20
(例）担当者が多く，不測の事態でも
迅速な対応が可能と思われる（＋）

提案依頼用仕様書に沿った内容であり，本業務内容の
理解度が高く，取組方針が明確になっているか

10

本市の現況や特有の課題や，世界的，全国的な潮流を
考慮したうえでの提案となっているか

10

基礎調査の手法や現行総合計画の総括，市民意識調
査の結果等を踏まえた課題抽出の手法は適切か

10

計画策定における市民参画・協働の手法の提案やワーク
ショップ等の実施体制が効果的・効率的か

40

計画策定に若手・中堅職員を幅広く巻き込む効果的な
手法が提案されているか

10

本業務の全体フローや，スケジュール等は適切か 20

更に優れた代替案，独自提案等の提示やその内容があ
るか

30

見積額により評価
※２計算式参照

120

300

(4)各種調査

(5)市民参画の手法

(6)職員参加の手法

２　提案内容評価

１　企業評価

(1)人員配置

(2)取組方針

(3)現状認識

平成３０年度 第５次芦屋市総合計画策定支援業務委託 評価基準表 提案者名

(1)企業能力

(2)地域貢献度

(3)社会性

項　　　目

※１　点数の計算方法・・・・・点　数＝（評価Ａ＋評価Ｂ＋評価Ｃ＋評価Ｄ＋評価Ｅ）／５　（小数第１位四捨五入）
※２　価格評価の計算方法・・・価格点＝１２０点×（１－見積金額／予定上限金額）（小数第１位四捨五入）

(7)全体スケジュール

(8)その他

【提案内容評価は10段階】
　○非常に優れている：10～9点　○優れている：8～7点　○普通：6～5点　○やや劣っている：4～3点　○劣っている：2～1点
　※配点が20，30，40の場合は，それぞれ上記点数の2，3，4倍の数値を配点とする

合　　　　　計　　　　　点　　　　　数

３　価格評価
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公募型提案方式参加資格条件 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する

入札参加の資格制限に該当しないこと。 

(2) 平成３０・３１年度芦屋市物件等競争入札参加資格を有すること。 

(3) 現に，又は契約締結日までに，本市の定める競争入札に係る指名停止基準

（昭和６１年芦屋市基準）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(4) 芦屋市暴力団排除条例及び芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除

措置に関する要綱に基づく入札等排除措置を受けていないこと。 

(5) 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立て

（国土交通省の資格再認定を受けている者を除く。），廃止前の和議法（大

正１１年法律第７２号）に基づく和議開始の申立て又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て（国土交通省の資格再

認定を受けている者を除く。）がなされていないこと。 
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